
 

 

別紙 A２ 

 

全専各連会長表彰被表彰候補者の推薦に関する取り扱い 

 

１ 被表彰者の推薦は現職者について行うものとする。ただし、令和７年３月３１日以降の

退職者を含むものとする。 

 

２ 専修学校各種学校教育功労者会長表彰要項（以下「要項」という。）２アの「専修学校各

種学校の教育または業務に従事した」に該当する職は、次のとおりとする。 

（１） 専修学校各種学校の長及び専任教員または専任職員 

（２） 専修学校各種学校の設置者及び専修学校各種学校を設置する法人の役員 

（３） 専修学校各種学校で組織する団体の専任職員 

 

３ 従事年数は、令和７年３月３１日現在で計算する。また、休職期間は従事年数に含めな

いものとする。 

 


